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平成27年度第1回北広島市市民協働推進会議 会議概要 

日  時 平成27年5月12日（火）午後6時00分から午後6時30分 

場  所 市役所第3庁舎3階会議室 

出 
 

席 
 

者 

委員 

（5名） 
井関委員、大橋委員、加納委員、竹村委員、前田委員 

事 務 局 中屋企画財政部長、平澤政策広報課長、山本主査、高木主事 

傍 聴 者 0名 

会議次第 

 

1 開会 

2 報告事項 

（1）平成 27 年度公益活動事業補助金及び協働事業提案制度の募集に

ついて（資料1） 

3 協議事項 

（1）平成 26 年度公益活動事業補助金の実施事業報告会及び事業評価

について（資料2） 

（2）平成 27 年度公益活動事業補助金のプレゼンテーション及び審査

要領について（資料2） 

4 その他 

5 閉会 

配布資料 

（資料1-1）平成27年度北広島市公益活動事業補助金応募の手引き 

（資料1-2）平成27年度北広島市協働事業提案制度応募の手引き 

（資料 2-1）北広島市公益活動事業補助金事業報告会・公開プレゼン

テーション「プログラム」 

（資料2-2）北広島市公益活動事業補助金交付要綱 

（資料2-3）北広島市公益活動事業補助金交付事務要領 

（資料2-4）北広島市公益活動事業補助金審査要領 
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１．開 会 

事務局：お時間となりましたのでただいまより、平成27年度第1回北広島市市民協働推進会議を

開会いたします。 

まず会議に入ります前に、今回新しく企画財政部長にとなりました中屋からご挨拶申し

上げます。 

部 長：本日は、大変お忙しい中、北広島市市民協働推進会議にご出席いただき誠にありがとう

ございます。 

私、企画財政部長の中屋と申します。 

皆様方には日頃から市政の推進に対しまして、深いご理解とご協力を賜り、心より感謝

申し上げます。 

さて、本年度、当市では行政組織の再編がございました。 

企画財政部では、今まで「市民協働」を担当しておりました行政推進課が廃止され、今

回新しく置かれることとなった「政策広報課」で担当することとなりました。 

今まで担当していた高木主事以外は新しいメンバーで担当することとなります。 

後ほど課長の平澤から紹介させたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

そして本日の会議でございますが、５月２４日の公開プレゼンテーションに向けて、公

益活動事業補助金の事業実施報告、また、事業申請についてご審議いただくこととなり

ます。 

補助金に関しましては実績報告、申請ともに書類等のボリュームもあり、チェックにつ

いては大変なご苦労をおかけすると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

今後も、市民との「協働」を着実に推進していくため、皆様方のご協力をお願い申し上

げまして、真に簡単ですがご挨拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします 

事務局：それでは、次にこの 4 月に当市の組織改編がございましたので、ご報告申し上げますと

ともに、担当職員をご紹介させていただきます。 

まず、当政策広報課でございますが、この 4 月の組織の改編で生まれた新しい課であり

ます。 

政策広報課では、今までこの会議を担当しておりました行政推進課の業務のうち、市民

協働、市民参加、男女共同参画、NPO 認証等の業務を引き継いでおります。このほか、

総務部から広報、ホームページ管理など、また企画部政策調整課から、シティセールス、

統計などの業務を引き継ぎ、担当することとなりましたのでご報告いたします。 

次に担当する職員を紹介させていただきます。 

《事務局職員が自己紹介を行った。部長退席。》 

それでは、ここから会議に進んで参りたいと思います。 

この会議につきましては、出席委員が過半数を超えておりますので、北広島市市民協働

推進会議設置条例第6 条第3 項の規定により、会議が成立しますことを事務局より報告

■会議録 
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いたします。 

それでは、設置条例第6 条第2 項の規定により、議長につきましては大橋会長にお願い

します。大橋会長よろしくお願い致します。  

議 長：この市民協働推進会議に携わらせてもらってから 4 年目となりました。日頃、日常業務

に追われてなにかと忘れてしまっていることもあるかと思いますが、皆さまと協力しな

がら、一生懸命に、かつ穏やかに楽しく、審議させていただけたらいいなと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議題に入る前に私より委員の皆さまにお諮りしたい事項があります。 

当会議につきましては、北広島市情報公開条例の趣旨に沿って、原則、会議内容を公開

し、会議録を公表することに努めてきたところでございますが、会議の公開・非公開の

決定については、「附属機関等の会議の公開に関する指針」において、審議する内容に応

じて「附属機関等の会長等が当該会議に諮って行うものとする。」とされているところで

あります。 

そこで、本日につきましては、会議を公開とし、会議録を公表することといたします。 

委員の皆さまの承諾を得たいと思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：《異議なし》 

議 長：「異議なし」とのことですので、会議を公開とし、会議録を公表することと致します。 

次に、会議録署名委員の指名でございますが、本日は竹村（たけむら）委員にお願いし

ます。よろしくお願いします。 

 

２．報告事項 

（1）平成27年度公益活動事業補助金及び協働事業提案制度の募集について 

議 長：それでは、次第に沿って会議を進めたいと思いますので、報告事項（1）平成 27 年度公

益活動事業補助金及び協働事業提案制度の募集について、事務局に説明を求めます。 

事務局：先ず、報告事項（１）につきまして、私から報告いたします。 

平成27年度の公益活動事業補助金と協働事業提案制度につきましては、4月1日から市

のホームページ及び広報北広島に掲載し、4月30日まで募集を行いました。 

公益活動事業補助金については昨年に引き続き NPO 法人くらしの研究会から「朗読劇教

室」事業の申請がありました。“ほっとまむ”につきましては、平成 27 年度からは自主

財源で運営して行くため補助申請は行わないとのことです。 

また、市内団体から 3 件の問合せがありましたが、いずれも申請には繋がりませんでし

た。 

協働事業提案制度については、問合せが 1 件ありました。道都大学から、大学で数年前

から実施している市民向けの公開講座が対象となるか相談がありましたが、相談があっ

た時点で4月30日の締切日だったものですから、協働事業提案制度の概要をご説明しま

して、申請するかどうかはこれから検討するとのことでした。 

議 長：今の事務局からの説明に関しまして、質問やご意見はありますか？ 

委 員：《質問・意見なし》 
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委 員：せっかく相談があったのに、申請に繋がらなかったとは勿体ないですね。差支えなけれ

ば、問合せの内容の詳細を教えてください。 

議 長：3団体のうち、1つは生活困窮者自立支援を行っている団体が開催する講演会が補助金の

対象となるかお問い合わせがありました。補助金の条件は満たしていると回答しました

が、申請はありませんでした。 

2 つめの団体は市内小学校から夏休み・冬休みの自由研究の中から優れたものを推薦し

てもらい、表彰する活動を行っておりまして、活動自体は30年ほど継続しており、スタ

ートアップ支援を目的とした 2 年間限定の公益活動事業補助金とは趣旨が合わないかも

しれないと、もう少し検討したいと回答がありました。 

3 つめは市内で子育て世帯が交流するようなイベントを行っている団体から、補助金の

担当課や締切日の確認のお電話がありましたが、その後、具体的な相談はありませんで

した。以上です。 

議 長：わかりました。委員の方で他に質問やご意見はありますか？ 

委 員：《質問・意見なし》 

 

３．協議事項 

（1）平成26年度公益活動事業補助金の実施事業報告会及び事業評価について 

議 長：それでは、協議事項（1）平成 26 年度公益活動事業補助金の実施事業報告会及び事業評

価について、事務局に説明を求めます。 

事務局：まず確認ですが、この公益活動事業補助金は「実績報告書」の提出を受けたときは、「公

開事業報告会」を開催し、市民協働推進会議が事業評価し、その結果を市長に答申する

ものとなっております。 

また、昨年も行っていただきましたが、補助金の交付決定に当たりましても、申請団体

による「公開プレゼンテーション」を開催し、協働推進会議が審査し、その結果を市長

に答申するものとなっております。 

それでは、その「事業報告会」及び「公開プレゼンテーション」について資料 2-1 のプ

ログラムにより説明します。 

なお、この「プログラム」と「留意事項」につきましてはこの会議で了承を得ましたら、

各団体に通知しますので、内容の審議をよろしくお願いします。 

5 月 24 日午前 9 時30 分から、芸術文化ホール活動室 1・2で、プログラムのとおり開

催したいのでよろしくお願いいたします。 

当日のスケジュールについては、平成26年度の公益活動事業補助金の事業報告会と、平

成27年度の申請事業のプレゼンテーションで構成しています。 

別紙プログラムのとおり平成 26 年度公益活動事業補助金交付団体、“子育て支援ワーカ

ーズほっとまむ”と“NPO法人くらしの研究会”の事業報告会を、説明時間各10分、質

疑時間各5分の計30分行います。 

平成26年度の事業報告会が終わった後、引き続き公開プレゼンテーションを実施します。

発表時間、質疑時間ともに昨年と同様の15分で設定させていただきました。 
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事業報告会・公開プレゼンテーション終了後、第 2 回推進会議を開催し、公益活動事業

補助金の実施事業の評価並びに申請事業の審査を行っていただきます。 

なお、「公益活動団体との協働指針」により、市民協働推進会議の評価、改善立案等は、

協働の当事者から独立したメンバーで構成することにより透明性、客観性を確保すると

の観点から、今回の交付団体と関係のある委員がおられましたら、評価・審査ともに外

れていただきますのでよろしくお願いします。 

 

続きまして、裏面「事業報告会・公開プレゼンテーション留意事項」ついて説明します。 

《資料 2-1「北広島市公益活動事業補助金事業報告会・公開プレゼンテーション『プロ

グラム』」に基づき説明》 

 

それでは、「公益活動事業補助金申請事業の事業評価」について説明しますので、「公益

活動事業補助金審査要領」をご覧ください。今回は「事業評価」となりますので、別紙

2「事業評価シート」を使っていただきます。この事業評価シートは平成 25 年度の審査

要領改正により加わったものです。 

各委員には、「事業評価シート」で項目ごとに「評価する」「概ね評価する」「あまり評価

しない」「評価しない」の4段階で評価していただきます。 

項目としては、「１ 事業効果について」、当該事業を実施したことにより、期待どおり

の効果（補助金額に見合う効果）が得られたと評価できるか。「２ 効率性の追求につい

て 効率性の追求について」、当該事業を実施するにあたり、事業費の使い方及び事業の

実施方法等が効率的（効果的）であったと評価できるか。「３ 今後の団体活動への寄与

について」、翌年度以降の当該団体自立的な発展を促す有益な事業補助であったと評価で

きるか。以上の3点となっております。 

委員の皆さまにおかれましては、この項目に留意したうえで当日までに実績報告書に目

を通していただきまして、評価項目に着眼した質疑をしていただければと思います。 

次に、記入が終わった委員から事務局で「事業評価シート」を一旦預かって、コピーを

取り、皆さまにお配りします。それをもとにひとり一言ずつもらい、5 人が終わったら

そのことについて若干補足補完する。ほかの意見に触発されてもうちょっと出してもら

う。このような進め方にさせていただきます。 

そして、その結果を推進会議の結論として、市長に答申していただくということになり

ます。以上が、当日の事業評価の流れになりますのでよろしくお願いします。以上です。 

議 長：今の事務局からの説明に関しまして、質問やご意見はありますか？ 

Ｃ委員：評価は、プレゼンテーションが全て終わった後にするということでよろしいですか。 

事務局：10時50分に閉会しまして、50分から11時00分までの10分間で評価シートに記入して

いただきます。記入時間は10分間以上になっても構いません。出来上がり次第、評価シ

ートを基に審議していただくといった流れになります。 

議 長：昨年も発表を聞きながらメモが出来るワークシートのようなものがありましたね。そち

らをご用意ください。 

事務局：用意します。 
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Ｅ委員：確認ですが、公益活動事業補助金の申請は、同じ事業は 2 年までということでいいです

か？ 

事務局：1事業につき2回まで申請可能です。 

Ｅ委員：わかりました。 

議 長：以上で採決に入りたいと思います。協議事項（1）「平成26年度公益活動事業補助金の実

施事業報告会及び事業評価について」、原案のとおり議決してよろしいでしょうか。 

委 員：《異議なし》 

議 長：了承を得ましたので、（1）「平成 26 年度公益活動事業補助金の実施事業報告会及び事業

評価について」、原案のとおり議決いたします。 

 

（2）平成27年度公益活動事業補助金のプレゼンテーション及び審査要領について 

議 長：それでは、議案（2）「平成27年度公益活動事業補助金のプレゼンテーション及び審査要

領について」、事務局に説明を求めます。 

事務局：内容が先ほど説明した協議事項（1）と重複する箇所がございますので、公開プレゼンテ

ーションのスケジュールや留意事項の説明につきましては割愛いたします。 

事業審査についても、事業評価と同じ第2 回市民協働推進会議で行っていただきます。 

市民協働推進会議は、「原則として公開する」としておりますが、情報公開条例第20 条

のただし書きに「当該会議の審議内容が許可、認可等の審査などに係るものであって、

当該会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない」の規定が

あります。 

事業審査につきましてはこの規定に該当しますので事業審査に入った段階から会議を

「非公開」とします。傍聴者がいる場合は、事務局の方で退室を促します。 

「公益活動事業補助金申請事業の審査」について説明しますので、「公益活動事業補助金

審査要領」をご覧ください。なお、この審査要領は「審査採点」について 25 年度に点

数と文言を改正しております。 

各審査委員には、別紙1「選考審査シート」で審査項目ごとに3 点～0 点の4 段階の採

点を行っていただき、その合計を採点合計点数とします。 

次に、記入が終わった審査員から事務局で「選考審査シート」を一旦預かって、各審査

員の採点の合計点数を集計し、基準となる平均点を出しますのでご協力をお願いします。 

なお、各審査員の採点の合計点数を審査員人数分で除した点数が 28 点以上を基準とし

ますが、平成25年度の「審査採点」の改正の会議の中で、「28 点未満でも協議して総合

判定で復活する余地がある意味合いもある」と審議されておりますので、「選考審査シー

ト」で協議をお願いしたいと思います。 

事務局で「平均点」を出した後、発表団体順に全審査員で協議をしていただき、共通認

識のもと総合判定していただきます。この過程で、補助基本額を査定されて補助金が下

がる場合もあることを付け加えておきます。 

そして、その結果を推進会議の結論として、市長に答申していただくということになり

ます。以上が、当日の「審査」の流れになりますのでよろしくお願いします。 

議 長：今の事務局からの説明に関しまして、質問やご意見はありますか？ 
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委 員：《質問なし》 

議 長：質疑がなければ、採決に移りたいと思います。協議事項（2）「平成27年度公益活動事業

補助金のプレゼンテーション及び審査要領について」、原案のとおり議決してよろしいで

しょうか。 

委 員：《異議なし》 

議 長：了承を得ましたので、（2）「平成 27 年度公益活動事業補助金のプレゼンテーション及び

審査要領について」、原案のとおり議決いたします。 

 

４．その他 

議 長：その他に事務局から何か委員の皆さまにお伝えすることはありますか？ 

事務局：次回の会議につきましては、5月24日（日）9時30分から事業報告会と公開プレゼンテ

ーションがございますので、時間前に芸術文化ホールにお集まり願います。 

 

５．閉会 

議 長：これをもちまして、平成27年度第1回市民協働推進会議を閉会します。 

皆さん本日は大変お疲れ様でした。 

 

 

議事録署名委員                
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